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平成１５年 ２００３年

議会日誌〔　１０月～１２月〕

　　平成１３年度一般会計など各会計決算を認定しました

　公光の町名は、謡曲『雲林院』の主人公の名前
からつけられました。
　むかし芦屋の里の公光という若者がいて、『伊勢
物語』を愛読し、業平にあこがれる物語です。公
光町のむかしの小字の地名、申新田や樋の口は、
新しくひらいた田や畑地につけられたものです。
　公光町は、芦屋が精道村とよばれていた大正時
代、交通や道路などが整備されていくのにともな

い、宅地造成がすすめられ、住宅地となりました。
　芦屋川ぞいの芦屋警察署は、昭和２年（１９２７）
にたてられた鉄筋コンクリート３階だての建物で
す。
　　　　（『あしや子ども風土記
　　　　　　　　　芦屋の地名をさぐる』から）
※なお、芦屋警察署は平成１３年３月に玄関部分を
残し、改築されています。

あしやのまち再発見

� � �

町名の由来から

　

平
成
十
四
年
第
四
回
定
例
会
は
、
十
二
月
二
日

（
月
）
か
ら
十
二
月
二
十
日
（
金
）
ま
で
の
十
九

日
間
の
会
期
で
開
催
し
ま
し
た
。

　

定
例
会
初
日
に
は
、
平
成
十
三
年
度
芦
屋
市
各

会
計
決
算
の
認
定
議
案
に
つ
い
て
、
決
算
特
別
委

員
長
の
報
告
が
あ
り
、
採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数

で
認
定
し
ま
し
た
。
こ
の
議
案
は
、
九
月
定
例
会

に
提
案
さ
れ
閉
会
中
の
継
続
審
査
と
な
っ
て
い
た

も
の
で
、
決
算
特
別
委
員
会
で
十
月
九
日
（
水
）

か
ら
十
一
日
（
金
）
ま
で
の
三
日
間
精
力
的
に
審

査
を
行
っ
た
結
果
の
報
告
が
あ
っ
た
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
市
長
か
ら
は
、
教
育
委
員
会
委
員
の
人

事
案
件
や
一
般
会
計
補
正
予
算
案
な
ど
十
二
議
案

の
提
出
が
あ
り
、
ま
た
、
十
二
月
十
一
日
（
水
）

に
は
芦
屋
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
等
の
一
部
改
正
案
の
提
出
が
あ
り
ま
し
た
。

　

議
案
の
う
ち
、
芦
屋
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
は
、
一
般
職
職
員

の
給
与
に
つ
い
て
、
国
家
公
務
員
の
給
与
改
定
を

参
考
に
、給
料
と
諸
手
当
を
あ
わ
せ
て
二
・
〇
三
㌫

の
減
額
の
改
定
を
行
い
、
平
成
十
五
年
度
か
ら
三

月
期
の
期
末
手
当
を
廃
止
す
る
も
の
で
、
関
連
す

る
四
つ
の
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
市
長
提
出
議
案
は
、
い
ず
れ
も
同
意

あ
る
い
は
可
決
し
ま
し
た
。

　

議
員
か
ら
は
、「
遺
伝
子
組
み
換
え
イ
ネ
」を
食

品
及
び
飼
料
と
し
て
承
認
し
な
い
こ
と
を
求
め
る

意
見
書
と
北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
事
件
の
全
容
解
明

と
早
期
解
決
を
求
め
る
意
見
書
の
二
件
の
提
出
が

あ
り
、
い
ず
れ
も
全
会
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
請
願
は
五
件
の
提
出
が
あ
り
ま
し
た
。

遺
伝
子
組
み
換
え
イ
ネ
に
関
す
る
二
請
願
と
ワ
ン

ル
ー
ム
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
計
画
に
関
す
る
請
願
の

計
三
請
願
は
採
択
し
ま
し
た
が
、
保
育
に
関
す
る

請
願
は
継
続
審
査
に
、
行
政
改
革
の
撤
回
を
求
め

る
請
願
は
不
採
択
に
な
り
ま
し
た
。

公光橋から公光町を望む公光橋から公光町を望む

芦屋警察署芦屋警察署

【　

月
】

１０
９
日
▼
決
算
特
別
委
員
会

　

日
▼
決
算
特
別
委
員
会

１０
　

日
▼
決
算
特
別
委
員
会

１１
　

日
▼
議
会
報
編
集
委
員
会

１８
　

日
▼
議
会
運
営
委
員
会

２５
　
　

▼
代
表
者
会
議

　
　

▼
前
助
役
収
賄
事
件
調
査
特
別

　
　
　

委
員
会

【　

月
】

１１
８
日
▼
代
表
者
会
議

　

日
▼
前
助
役
収
賄
事
件
調
査
特
別

１１
　
　
　

委
員
会

　

日
▼
議
会
運
営
委
員
会

２９
　
　

▼
代
表
者
会
議

【　

月
】

１２
２
日
▼
全
体
協
議
会

　
　

▼
本
会
議
（
定
例
会
第
１
日
）

　
　
　

提
案
説
明
、
委
員
会
付
託
等

３
日
▼
建
設
常
任
委
員
会

４
日
▼
民
生
常
任
委
員
会

５
日
▼
文
教
公
営
企
業
常
任
委
員
会

６
日
▼
総
務
常
任
委
員
会

９
日
▼
議
会
運
営
委
員
会

　

日
▼
本
会
議
（
定
例
会
第
２
日
）

１０
　
　
　

一
般
質
問

　

日
▼
本
会
議
（
定
例
会
第
３
日
）

１１
　
　
　

一
般
質
問

　

日
▼
総
務
常
任
委
員
会

１２
　

日
▼
議
会
運
営
委
員
会

１９
　

日
▼
本
会
議
（
定
例
会
第
４
日
）

２０
　
　
　

各
常
任
委
員
会
長
報
告
、

　
　
　

討
論
、
採
決
等

　
　

▼
議
会
報
編
集
委
員
会

芦屋市一般職の給与減額条例などを可決　　


